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お知らせ

園芸作物の出荷拡大をする
農業者を支援

　農業者などが園芸作物の出荷拡
大を行うために導入する農作業用
機械などに係る経費の一部を助成
します。
助成率  4 分の 1（上限 50 万円）
対 ①市内在住の農業者
②主として彦根市を拠点とする営
農団体
対象事業  主として市内の園芸作
物の出荷拡大に必要な農業用機械
や施設などの導入に係る経費
※他の助成（国、県など）と併せて、
本助成を受けることはできません。
※ 20 万円以上であること
※耐用年数がおおむね 5 年以上
20 年以下であること
受付期間  ６月１日㈪～同 23 日㈫
事業の採択  申込者多数の場合は、
費用対効果の高いものを優先して
採択します。助成金の交付は予算
の範囲内とします。
他 詳しくは彦根市ホームページ
をご覧ください。
問 農林水産課
☎ 30-6118　FAX 24-9676

20 歳になったら国民年金

　国民年金は、日本に住んでいる
20 歳から 60 歳までの全ての人が
加入し、老後の所得保障のほか、不
慮の事故（障害や死亡など）により生
活の安定が損われることのないよ
う、保険料を出し合い、支え合う
制度です。保険料の納め忘れがあ
ると、年金が受け取れないことも
ありますので、保険料を納付して
ください。
　基礎年金の半分は国庫負担であ
り、現在 20 歳の人も納付した保険
料以上の年金が受け取れます。
保険料の支払猶予制度
　学生や収入が少なく保険料の納
付が困難な場合は、「学生納付特
例」「納付猶予」など保険料の支払
いを猶予する制度があります。保
険年金課、支所、各出張所で申請
してください。
※学生納付特例の申請には、学生
証（裏面に有効期限、学年、入学年月日
の記載がある場合は裏面を含む）のコ
ピーまたは在学証明書（在学期間の
わかるもの）が必要です。
問 保険年金課
☎ 30-6136　FAX 22-1398

城南学区が「思いやりゾーン」に
高齢者を交通事故から守ろう

　滋賀県警察では、お年寄りが関
係する交通事故の発生が予測され
る地域を「思いやりゾーン」とし
て、県内 12 の地域を指定して交通
事故を予防していきます。
　彦根警察署管内では、城南学区

（戸賀町・小泉町・竹ケ鼻町・西今町・野
瀬町・宇尾町）が指定されました。
　思いやりゾーン内で行われる交
通安全教室などに積極的に参加し
ていただくほか、警察官やボラン
ティアなどが自宅を訪問し、交通
安全・防犯指導をします。
問 彦根警察署交通課
☎ 27-0110（代）

労働保険年度更新手続
6月 1日㈪〜 8月 31日㈪

　労働保険（労災保険・雇用保険）の年
度更新手続は、令和元年度の確定
保険料と令和２年度の概算保険料・
一般拠出金（石綿健康被害救済法）を、
申告・納付する重要な手続きです。
最寄りの労働局、労働基準監督署、
金融機関で早めに行ってください。
　労働保険の手続きは 24 時間い
つでも申請・届出可能な電子申請
を活用ください。労働保険料の納
付は口座振替や電子納付が便利で
す。
※労働保険の電子申請手続は「電
子政府の総合窓口（e-Gov）」から行
うことができます。
※電子申請のご利用には、マイナ
ンバーカードまたは電子証明書の
取得が必要です。
保険料などの納付猶予
　新型コロナウイルス感染症の影
響により、事業の収入に相当の減
少があった事業主は、労働保険料
などの納付を１年間猶予すること
ができます（申請手続きにより納付猶
予の特例措置が適用された場合）。
　詳しくは厚生労働省ホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わ
せください。
問 滋賀労働局労働保険徴収室
☎ 077-522-6520

　行政相談は、電話でも受け
付けています。
問 総務省滋賀行政監視行政
相談センター
☎ 077-523-1100

行政相談委員に
ご相談ください

　行政相談委員は、皆さんの身近
な相談相手として、国の事務に関
する苦情などの相談を受け付け、
問題の解決や要望などを聞き、そ
の実現を図るとともに、寄せられ
た意見などを、その後の行政運営
に生かす役割を担っています。
　「苦情や要望をどこに申し出て
よいの分からない」「苦情を言いた
いが直接は申し出にくい」といっ
た場合は、気軽にご相談ください。
　市役所・支所での定例相談日や、
各出張所での巡回相談日、登記・相
続・遺言などについて専門職員・専
門家が相談に応じる「行政なんで
も相談所」の日程は、広報ひこね
の毎月 15 日号の相談欄でお知ら
せします。
※相談は無料・予約不要・秘密厳
守です。
● 彦根市の行政相談委員
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問 まちづくり推進室
☎ 30-6117　FAX 22-1398

清掃センターへの
ごみの搬入を控えてください

　現在、市内から多量のごみが排
出されており、清掃センターで処
理できる量を超えています。
　通常のごみ収集にも支障が出て
しまうため、当面の間、ごみ等の搬
入をお待ちいただける場合は、搬
入を控えてください。
ごみの量を減らすために
　資源になるものはリサイクルし
ましょう。
▶︎食品が入っていたトレーなどは、
汚れを軽くすすいで「容器包装プ
ラスチック」に出しましょう。
▶︎新聞、雑誌、段ボールなどは資源
回収に出しましょう。お住まいの
地域で資源回収がない場合は、清
掃センターに持ち込むか、スー
パーなどの店舗回収をご活用くだ
さい。
▶︎清掃センターでは古着などの回
収も行っています。
問 清掃センター
☎ 22-2734　FAX 24-7787
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